
規  則 

 埼玉県警察組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成27年５月29日 

埼玉県公安委員会委員長 阿 部 理 一 郎   

埼玉県公安委員会規則第８号 

   埼玉県警察組織規則の一部を改正する規則 

 埼玉県警察組織規則（昭和50年埼玉県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 第19条第６号中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに

狩猟の適正化に関する法律」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成27年５月29日から施行する。 


